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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの血糖値を算出する生体情報演算システムであって、
　前記ユーザの脈波に基づく評価データを取得する取得手段と、
　予め取得された学習用脈波に基づく入力データ、及び前記入力データに紐づく血糖値を
含む参照データの一対を学習用データとして、複数の前記学習用データを用いて生成され
た分類情報が記憶されたデータベースと、
　前記データベースを参照し、前記評価データに対する前記ユーザの血糖値を算出する算
出手段と、
　それぞれ異なる前記評価データから算出された複数の前記血糖値に基づき、前記ユーザ
の血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する評価手段と、
　を備えること
　を特徴とする生体情報演算システム。
【請求項２】
　前記評価手段は、複数の前記血糖値における時系列変化から前記血糖スパイク情報を算
出し、前記評価結果を生成すること
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項３】
　前記ユーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、前記評価結果及び前記付
加情報に基づき、前記ユーザの健康状態を評価した総合評価結果を生成する総合評価手段
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を備えること
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項４】
　前記算出手段は、
　　前記ユーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、
　　前記データベースを参照し、前記評価データ及び前記付加情報に基づき、前記血糖値
を算出すること
　を含むこと
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記脈波に基づき、前記評価データとは異なる特徴を示す付加データ
を取得することを含み、
　前記算出手段は、前記付加データに基づく前記付加情報を生成することを含むこと
　を特徴とする請求項３又は４記載の生体情報演算システム。
【請求項６】
　前記付加情報は、脈拍数、呼吸数、血圧、乳酸値、血中二酸化炭素の特徴、酸素飽和度
、血管年齢、ストレスレベル、及び糖尿病の程度の少なくとも何れかを示すこと
　を特徴とする請求項３～５の何れか１項記載の生体情報演算システム。
【請求項７】
　前記取得手段は、前記脈波に基づき、前記評価データとは異なる特徴を示す付加データ
を取得することを含み、
　前記算出手段は、前記データベースを参照し、前記付加データに対する前記ユーザの生
体情報に関する特徴を示す付加情報を生成することを含むこと
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項８】
　前記評価手段は、
　　前記ユーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、
　　複数の前記血糖値及び前記付加情報に基づき、前記評価結果を生成すること
　を含むこと
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項９】
　前記取得手段は、前記脈波に基づき、前記評価データとは異なる予備評価データを取得
することを含み、
　前記分類情報は、それぞれ異なる前記学習用データを用いて算出された複数の属性別分
類情報を含み、
　前記算出手段は、
　　前記予備評価データを参照し、複数の前記属性別分類情報のうち第１分類情報を選択
する選択手段と、
　　前記第１分類情報を参照し、前記評価データに対する前記血糖値を算出する属性別算
出手段と
　を含むこと
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【請求項１０】
　前記取得手段は、
　　前記脈波に基づく速度脈波に相当するデータを、前記評価データとして取得し、
　　前記脈波に基づく加速度脈波に相当するデータを、前記予備評価データとして取得す
ること
　を含むこと
　を特徴とする請求項９記載の生体情報演算システム。
【請求項１１】
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　前記算出手段は、
　　前記ユーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、
　　前記分類情報のうち、前記付加情報に基づき第１分類情報を選択し、
　　前記第１分類情報を参照し、前記評価データに対する前記血糖値を算出すること
　を含むこと
　を特徴とする請求項１記載の生体情報演算システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの血糖値を算出する生体情報演算システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの血糖値を算出する方法として、例えば特許文献１のような方法が提案さ
れている。
【０００３】
　特許文献１に開示された非侵襲血糖値計測装置は、被験者の加速度脈波を測定するＦＢ
Ｇセンサを備えた脈波測定部と、測定された加速度脈波の波形情報から、予め定めた相関
関係に基づき、当該加速度脈波の測定時点の前記被験者の血糖値を算出するデータ処理部
とを備える。相関関係は、侵襲測定法により測定した血糖値を目的変数とし、同時測定し
た加速度脈波を説明変数としてＰＬＳ回帰分析を行って構築された検量線である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６５４４７５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、ユーザの健康状態を評価する指標の一例として、血糖値の急激な変動を示す血
糖スパイクの度合いが挙げられる。血糖スパイクは、糖尿病予備軍特有の特徴として知ら
れているが、血糖スパイクの発生するタイミングや度合いについては、個人差があり、定
量的な評価が難しい。また、糖尿病患者は、常に血糖値が高い傾向にあるため、血糖値が
血糖スパイクの発生時と類似する。これらのため、ユーザが任意に測定した血糖値が、血
糖スパイク発生時の値であるか、糖尿病患者特有の値であるか、の分類が難しく、ユーザ
が糖尿病予備軍又は糖尿病患者の何れに属するかの判定に主観が含まれる恐れがある。こ
のため、血糖値の変化に関する定量的な評価の実現が望まれている。
【０００６】
　この点、特許文献１の開示技術では、非侵襲により血糖値を算出できる技術の開示に留
まり、上述した血糖値の変化に関する課題の発見及び解決に結びつけることが難しい。
【０００７】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、血糖値の変化に関する定量的な評価を実現することができる生体情報演算システム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１発明に係る生体情報演算システムは、ユーザの血糖値を算出する生体情報演算シス
テムであって、前記ユーザの脈波に基づく評価データを取得する取得手段と、予め取得さ
れた学習用脈波に基づく入力データ、及び前記入力データに紐づく血糖値を含む参照デー
タの一対を学習用データとして、複数の前記学習用データを用いて生成された分類情報が
記憶されたデータベースと、前記データベースを参照し、前記評価データに対する前記ユ
ーザの血糖値を算出する算出手段と、それぞれ異なる前記評価データから算出された複数
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の前記血糖値に基づき、前記ユーザの血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む評価結
果を生成する評価手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　第２発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記評価手段は、複数の
前記血糖値における時系列変化から前記血糖スパイク情報を算出し、前記評価結果を生成
することを特徴とする。
【００１０】
　第３発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記ユーザの生体情報に
関する特徴を示す付加情報を取得し、前記評価結果及び前記付加情報に基づき、前記ユー
ザの健康状態を評価した総合評価結果を生成する総合評価手段を備えることを特徴とする
。
【００１１】
　第４発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記算出手段は、前記ユ
ーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、前記データベースを参照し、前記
評価データ及び前記付加情報に基づき、前記血糖値を算出することを含むことを特徴とす
る。
【００１２】
　第５発明に係る生体情報演算システムは、第３発明又は第４発明において、前記取得手
段は、前記脈波に基づき、前記評価データとは異なる特徴を示す付加データを取得するこ
とを含み、前記算出手段は、前記付加データに基づく前記付加情報を生成することを含む
ことを特徴とする。
【００１３】
　第６発明に係る生体情報演算システムは、第３発明～第５発明の何れかにおいて、前記
付加情報は、脈拍数、呼吸数、血圧、乳酸値、血中二酸化炭素の特徴、酸素飽和度、血管
年齢、ストレスレベル、及び糖尿病の程度の少なくとも何れかを示すことを特徴とする。
【００１４】
　第７発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記取得手段は、前記脈
波に基づき、前記評価データとは異なる特徴を示す付加データを取得することを含み、前
記算出手段は、前記データベースを参照し、前記付加データに対する前記ユーザの生体情
報に関する特徴を示す付加情報を生成することを含むことを特徴とする。
【００１５】
　第８発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記評価手段は、前記ユ
ーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、複数の前記血糖値及び前記付加情
報に基づき、前記評価結果を生成することを含むことを特徴とする。
【００１６】
　第９発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記取得手段は、前記脈
波に基づき、前記評価データとは異なる予備評価データを取得することを含み、前記分類
情報は、それぞれ異なる前記学習用データを用いて算出された複数の属性別分類情報を含
み、前記算出手段は、前記予備評価データを参照し、複数の前記属性別分類情報のうち第
１分類情報を選択する選択手段と、前記第１分類情報を参照し、前記評価データに対する
前記血糖値を算出する属性別算出手段とを含むことを特徴とする。
【００１７】
　第１０発明に係る生体情報演算システムは、第９発明において、前記取得手段は、前記
脈波に基づく速度脈波に相当するデータを、前記評価データとして取得し、前記脈波に基
づく加速度脈波に相当するデータを、前記予備評価データとして取得することを含むこと
を特徴とする。
【００１８】
　第１１発明に係る生体情報演算システムは、第１発明において、前記算出手段は、前記
ユーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を取得し、前記分類情報のうち、前記付加
情報に基づき第１分類情報を選択し、前記第１分類情報を参照し、前記評価データに対す
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る前記血糖値を算出することを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　第１発明～第１１発明によれば、算出手段は、評価データに対するユーザの血糖値を算
出する。評価手段は、それぞれ異なる評価データから算出された複数の血糖値に基づき、
ユーザの血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。このため、ユ
ーザの個人差に関わらず、血糖値の変化に対する評価結果を得ることができる。これによ
り、血糖値の変化に関する定量的な評価を実現することが可能となる。
【００２０】
　また、第１発明～第１１発明によれば、算出手段は、データベースを参照し、評価デー
タに対するユーザの血糖値を算出する。また、データベースには、複数の学習用データを
用いて生成された分類情報が記憶される。このため、血糖値を算出する際、過去に実績の
あるデータを踏まえた定量的な血糖値を算出することができる。これにより、血糖値を算
出する際の精度向上を図ることが可能となる。
【００２１】
　特に、第２発明によれば、評価手段は、複数の血糖値における時系列変化から血糖スパ
イク情報を算出し、評価結果を生成する。このため、血糖スパイクの強度に加え、形状の
特徴も考慮した評価結果を生成することができる。これにより、血糖値の変化に関する評
価の精度を向上させることが可能となる。
【００２２】
　特に、第３発明によれば、総合評価手段は、評価結果及び付加情報に基づき、ユーザの
健康状態を評価した総合評価結果を生成する。このため、評価結果に加えて、ユーザの特
徴を考慮した総合的な評価を実現することができる。これにより、ユーザの血糖値の変化
を踏まえた健康状態を評価することが可能となる。
【００２３】
　特に、第４発明によれば、算出手段は、データベースを参照し、評価データ及び付加情
報に基づき、血糖値を算出する。このため、ユーザの血糖値を算出する際に有効なパラメ
ータを用いることができる。これにより、血糖値を算出する際のさらなる精度向上を図る
ことが可能となる。
【００２４】
　特に、第５発明によれば、取得手段は、脈波に基づき、評価データとは異なる特徴を示
す付加データを取得する。また、算出手段は、付加データに基づく付加情報を生成する。
即ち、１つの脈波に基づき、評価結果及び付加情報が生成される。このため、同一のパラ
メータに基づく複数種類の情報を用いることで、多角的な観点を踏まえた総合的な算出や
評価を実現することが可能となる。
【００２５】
　特に、第６発明によれば、付加情報は、脈拍数、呼吸数、血圧、乳酸値、血中二酸化炭
素の特徴、酸素飽和度、血管年齢、ストレスレベル、及び糖尿病の程度の少なくとも何れ
かを示す。このため、複数の生体情報を踏まえた評価を行うことができる。これにより、
評価精度の向上を図ることが可能となる。
【００２６】
　特に、第７発明によれば、算出手段は、データベースを参照し、付加データに対するユ
ーザの生体情報に関する特徴を示す付加情報を生成する。このため、血糖値とは異なる観
点により生成された付加情報を利用することができ、多角的な評価を実現することができ
る。これにより、ユーザの要求に応じた適切な評価を実現することが可能となる。
【００２７】
　特に、第８発明によれば、評価手段は、付加情報を取得し、複数の血糖値及び付加情報
に基づき、評価結果を生成することを含む。このため、血糖値に加えて、ユーザの特徴を
考慮した多角的な評価結果を生成することが可能となる。
【００２８】
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　特に、第９発明によれば、算出手段は、予備評価データを参照し、第１分類情報を選択
する選択手段と、第１分類情報を参照し、評価データに対する血糖値を算出する属性別算
出手段とを含む。このため、脈波の特徴に対して最適な属性分類情報を選択した上で、評
価データに対する血糖値を算出することができる。これにより、評価精度のさらなる向上
を図ることが可能となる。
【００２９】
　特に、第１０発明によれば、取得手段は、脈波に基づく速度脈波に相当するデータを、
評価データとして取得し、脈波に基づく加速度脈波に相当するデータを、予備評価データ
として取得する。このため、速度脈波に比べて、脈波の特徴を分類し易い加速度脈波を用
いて、属性分類情報を選択することができる。また、加速度脈波に比べて血糖値を算出し
易い速度脈波を用いて、血糖値を算出することができる。これにより、評価精度のさらな
る向上を図ることが可能となる。
【００３０】
　特に、第１１発明によれば、算出手段は、付加情報に基づき選択された第１分類情報を
参照し、評価データに対する血糖値を算出することを含む。このため、ユーザの特徴に対
して最適な分類情報を選択した上で、評価データに対する血糖値を算出することができる
。これにより、評価精度のさらなる向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、第１実施形態における生体情報演算システムの一例を示す模式図である
。
【図２】図２（ａ）及び図２（ｂ）は、第１実施形態における生体情報演算システムの動
作の一例を示す模式図である。
【図３】図３（ａ）は、分類情報の一例を示す模式図であり、図３（ｂ）及び図３（ｃ）
は、センサデータに対する処理の一例を示す模式図である。
【図４】図４（ａ）は、生体情報演算装置の構成の一例を示す模式図であり、図４（ｂ）
は、生体情報演算装置の機能の一例を示す模式図である。
【図５】図５（ａ）及び図５（ｂ）は、センサの一例を示す模式図である。
【図６】図６は、第１実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示すフロー
チャートである。
【図７】図７は、第２実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示す模式図
である。
【図８】図８は、第２実施形態における生体情報演算システムの動作の変形例を示す模式
図である。
【図９】図９は、第３実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示す模式図
である。
【図１０】図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、センサデータに対する付加情報を算出する
処理の一例を示す模式図である。
【図１１】図１１は、第３実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示す模
式図である。
【図１２】図１２は、第４実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示す模
式図である。
【図１３】図１３は、第５実施形態における生体情報演算システムの動作の一例を示す模
式図である。
【図１４】図１４は、加速度脈波に相当するデータの分類例を示す模式図である。
【図１５】図１５は、速度脈波に相当するデータの分類例を示す模式図である。
【図１６】図１６は、第５実施形態における生体情報演算システムの動作の変形例を示す
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
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　以下、本発明の実施形態における生体情報演算システムの一例について、図面を参照し
ながら説明する。
【００３３】
（第１実施形態：生体情報演算システム１００）
　図１は、第１実施形態における生体情報演算システム１００の一例を示す模式図である
。
【００３４】
　生体情報演算システム１００は、ユーザの血糖値を算出するために用いられる。特に、
生体情報演算システム１００は、算出した複数の血糖値に基づき、ユーザの血糖値の変化
を評価することができる。
【００３５】
　ユーザの血糖値の変化は、例えば血糖スパイク情報により示すことができる。血糖スパ
イク情報は、例えば複数の血糖値に対する平均値、値の幅（例えば最大値と最小値との差
で示す血糖スパイクの強度）、中央値等を示す。
【００３６】
　上記のほか、血糖スパイク情報は、例えば複数の血糖値における時系列変化から得られ
る値を示し、例えば微分を用いて導出された時間変化の特徴や、積分を用いて導出された
ピーク形状の特徴を示す。なお、「血糖スパイク」とは、血糖値の変化を示す公知の定義
を含む。
【００３７】
　生体情報演算システム１００では、上述血糖スパイク情報を含む評価結果を生成するこ
とができる。評価結果は、血糖スパイク情報の示す数値や特徴を含むほか、例えば血糖ス
パイク情報に基づき評価された健康状態等を含んでもよい。
【００３８】
　生体情報演算システム１００は、例えば図１に示すように、生体情報演算装置１を備え
、例えばセンサ５及びサーバ４の少なくとも何れかを備えてもよい。生体情報演算装置１
は、例えば通信網３を介してセンサ５やサーバ４と接続される。
【００３９】
　生体情報演算システム１００は、ユーザの脈波に基づく評価データから、血糖値を算出
する。また、生体情報演算システム１００は、例えば時系列や任意のタイミングで生成さ
れた複数の血糖値に基づき、血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。
【００４０】
　生体情報演算システム１００では、例えば図２（ａ）に示すように、生体情報演算装置
１が、センサ５等により生成されたセンサデータを取得する。その後、生体情報演算装置
１は、取得したセンサデータに対し、フィルタ処理等の前処理を実施し、評価データを取
得する。
【００４１】
　生体情報演算装置１は、評価データに対する血糖値を算出する。その後、生体情報演算
装置１は、それぞれ異なる評価データから生成された複数の血糖値に基づき、評価結果を
生成する。このため、ユーザの個人差に関わらず、血糖値の変化に対する評価結果を得る
ことができる。これにより、血糖値の変化に関する定量的な評価を実現することが可能と
なる。
【００４２】
　ここで、生体情報演算装置１は、評価データに対する血糖値を算出する際、データベー
スを参照する。データベースには、複数の学習用データを用いて生成された分類情報が記
憶される。
【００４３】
　分類情報は、例えば図３（ａ）に示すように、過去に取得された学習用脈波に基づく入
力データ、及び入力データに紐づく過去の血糖値を含む参照データの一対を学習用データ
として、複数の学習用データを用いて生成される。このため、血糖値を算出する際、過去
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に実績のある入力データ及び出力データを踏まえた定量的な血糖値を算出することができ
る。これにより、血糖値を算出する際の精度向上を図ることが可能となる。
【００４４】
　生体情報演算装置１は、例えば生成した評価結果をディスプレイ等に出力する。評価結
果には、ユーザの血糖値の変化を示す血糖スパイク情報が含まれ、例えば数値で示された
血糖スパイク情報が含まれる。評価結果には、例えば糖尿病の可能性を示す指標や、推奨
される食事に関する情報や、運動に関する情報が含まれてもよい。
【００４５】
　なお、生体情報演算システム１００では、例えば図２（ｂ）に示すように、センサ５等
から評価データを取得してもよい。この場合、センサデータから評価データを取得する前
処理は、センサ５等により実施される。
【００４６】
　＜センサデータ＞
　センサデータは、ユーザの脈波の特徴を示すデータを含み、例えば脈波以外の特徴を示
すデータ（ノイズ）を含んでもよい。センサデータは、測定時間に対する振幅を示すデー
タであり、用途やセンサデータの生成条件に応じたフィルタ処理を実施することで、セン
サデータから加速度脈波や速度脈波等に相当するデータを取得することができる。
【００４７】
　センサデータは、ひずみセンサ、ジャイロセンサ、光電容積脈波（ＰＰＧ）センサ、圧
力センサ等の公知のセンサにより生成することができる。センサデータは、デジタル信号
のほか、例えばアナログ信号でもよい。なお、センサデータを生成する際の測定時間は、
例えば脈波の１～２０周期分の測定時間であり、センサデータの処理方法や、データ通信
方法等の条件に応じて、任意に設定することができる。
【００４８】
　＜評価データ＞
　評価データは、血糖値を算出するためのデータを示す。評価データは、例えばユーザの
脈波に基づく加速度脈波に相当するデータを示し、特定の周期（例えば１周期）に対する
振幅を示す。
【００４９】
　評価データは、センサデータを生体情報演算装置１等によって処理（前処理）を実施す
ることで取得される。例えば図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、センサデータに対
して複数の処理を実施することで、評価データを得ることができる。各処理の詳細につい
ては、後述する。
【００５０】
　＜データベース＞
　データベースは、主に、評価データに対するユーザの血糖値を算出する際に用いられる
。データベースには、１つ以上の分類情報が記憶されるほか、例えば分類情報の生成に用
いられた複数の学習用データが記憶されてもよい。
【００５１】
　分類情報は、例えば予め取得された過去の評価データ（入力データ）と、血糖値を含む
参照データとの相間関係を示す関数である。分類情報は、例えば入力データを説明変数と
し、参照データを目的変数として、回帰分析等により解析し、その解析結果に基づいて生
成される検量モデルを示す。分類情報は、例えば検量モデルを定期的に更新することがで
きるほか、ユーザの性別、年齢、運動内容等の属性情報毎に生成された複数の検量モデル
を含んでもよい。
【００５２】
　分類情報を生成する際に用いる回帰分析の方法として、例えばＰＬＳ（Partial Least 
Squares）回帰分析、クラス毎に主成分分析を行って主成分モデルを得るＳＩＭＣＡ（Sof
t Independent Modeling of Class Analogy）法を利用した回帰分析等を用いることがで
きる。
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【００５３】
　分類情報は、例えば複数の学習用データを用いた機械学習により生成された、学習済み
モデルを含んでもよい。学習済みモデルは、例えばＣＮＮ（Convolutional Neural Netwo
rk）等のニューラルネットワークモデルを示すほか、ＳＶＭ（Support vector machine）
等を示す。また、機械学習として、例えば深層学習を用いることができる。
【００５４】
　入力データは、評価データと同種のデータが用いられ、例えば対応する血糖値が明確と
なっている過去の評価データを示す。例えば、被検者にセンサ５等を装着させ、学習用脈
波の特徴を示すセンサデータ（学習用センサデータ）を生成する。そして、学習用センサ
データに対して処理を実施することで、入力データを取得することができる。なお、入力
データは、生体情報演算システム１００のユーザから取得するほか、例えばユーザとは別
のユーザから取得してもよい。即ち、上述した被検者は、生体情報演算システム１００の
ユーザであるほか、ユーザ以外を対象としてもよく、特定又は不特定の多数でもよい。
【００５５】
　入力データは、例えば評価データを取得する際に利用するセンサ５等の種類、センサデ
ータの生成条件、及びセンサデータに対する処理条件と同様の内容によって取得されるこ
とが好ましい。例えば上記３つの内容を統一することで、血糖値を算出する際の精度を飛
躍的に向上させることが可能となる。
【００５６】
　参照データは、計測装置等を用いて計測された、被検者の血糖値を含む。例えば被検者
にセンサ５等を装着させて学習用センサデータを生成する際、被検者の血糖値を計測する
ことで、入力データに紐づく参照データを取得することができる。この場合、血糖値を計
測するタイミングは、学習用センサデータを生成するタイミングと同時が好ましいが、例
えば１～１０分程度前後するタイミングでもよい。なお、血糖値を計測する計測装置とし
て、例えばフリースタイルプレジョンプロ（アボットジャパン株式会社製）等の公知の血
糖値計が用いられる。
【００５７】
　＜評価結果＞
　評価結果は、ユーザの血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む。評価結果は、例え
ば複数の血糖値を含むほか、複数の血糖値における差分値や、複数の血糖値と、予め設定
された閾値との乖離度を含んでもよい。評価結果を出力することで、ユーザの血糖値の変
化を把握することができる。
【００５８】
　＜生体情報演算装置１＞
　生体情報演算装置１は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯電話、スマート
フォン、タブレット型端末、ウェアラブル端末等の電子機器を示し、例えばユーザの操作
に基づいて、通信網３を介して通信可能な電子機器を示す。なお、生体情報演算装置１は
、センサ５を内蔵してもよい。以下、生体情報演算装置１として、ＰＣが用いられる場合
の一例を説明する。
【００５９】
　図４（ａ）は、生体情報演算装置１の構成の一例を示す模式図であり、図４（ｂ）は、
生体情報演算装置１の機能の一例を示す模式図である。
【００６０】
　生体情報演算装置１は、例えば図４（ａ）に示すように、筐体１０と、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）１０１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０２と、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）１０３と、保存部１０４と、Ｉ／Ｆ１０５～１０７とを備える。各構成
１０１～１０７は、内部バス１１０により接続される。
【００６１】
　ＣＰＵ１０１は、生体情報演算装置１全体を制御する。ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１
の動作コードを格納する。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１の動作時に使用される作業領域
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である。保存部１０４は、データベースや評価データ等の各種情報が記憶される。保存部
１０４として、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）のほか、ＳＳＤ（Solid State Drive）
等のデータ保存装置が用いられる。なお、例えば生体情報演算装置１は、図示しないＧＰ
Ｕ（Graphics Processing Unit）を有してもよい。
【００６２】
　Ｉ／Ｆ１０５は、通信網３を介して、必要に応じてサーバ４やセンサ５等との各種情報
の送受信を行うためのインターフェースである。Ｉ／Ｆ１０６は、入力部１０８との情報
の送受信を行うためのインターフェースである。入力部１０８として、例えばキーボード
が用いられ、生体情報演算装置１のユーザ等は、入力部１０８を介して、各種情報、又は
生体情報演算装置１の制御コマンド等を入力する。Ｉ／Ｆ１０７は、表示部１０９との各
種情報の送受信を行うためのインターフェースである。表示部１０９は、保存部１０４に
保存された各種情報、又は評価結果等を表示する。表示部１０９として、ディスプレイが
用いられ、例えばタッチパネル式の場合、入力部１０８と一体に設けられる。
【００６３】
　図４（ｂ）は、生体情報演算装置１の機能の一例を示す模式図である。生体情報演算装
置１は、取得部１１と、算出部１２と、評価部１３と、出力部１４と、記憶部１５とを備
え、例えば学習部１６を備えてもよい。なお、図４（ｂ）に示した各機能は、ＣＰＵ１０
１が、ＲＡＭ１０３を作業領域として、保存部１０４等に記憶されたプログラムを実行す
ることにより実現される。
【００６４】
　＜取得部１１＞
　取得部１１は、ユーザの脈波に基づく評価データを取得する。取得部１１は、例えばセ
ンサ５等からセンサデータを取得したあと、センサデータに対して処理を実施することで
、評価データを取得する。
【００６５】
　取得部１１は、例えば図３（ｂ）に示すように、取得したセンサデータに対し、フィル
タリング処理（フィルタ処理）を実施する。フィルタ処理では、例えば０．５～５．０Ｈ
ｚのバンドパスフィルタが用いられる。これにより、取得部１１は、ユーザの脈波に相当
するデータ（脈波データ）を抽出する。脈波データは、例えば速度脈波に相当するデータ
を示す。なお、脈波データは、例えば加速度脈波又は容積脈波に相当するデータを示して
もよく、センサの種類や用途に応じて任意に設定できる。また、バンドパスフィルタのフ
ィルタ範囲は、用途に応じて任意に設定することができる。
【００６６】
　取得部１１は、例えば脈波データに対し、微分処理を実施する。例えば速度脈波に相当
する脈波データに対して微分処理が実施される場合、取得部１１は、加速度脈波に相当す
るデータ（微分データ）を取得する。なお、微分処理では、１回微分のほか２回微分が実
施されてもよい。
【００６７】
　取得部１１は、例えば微分データに対し、分割処理を実施する。分割処理では、例えば
複数周期の加速度脈波に相当する微分データが、１周期毎の加速度脈波に相当するデータ
（分割データ）に分割される。このため、取得部１１は、例えば１つの微分データに対し
て微分処理を実施することで、複数の分割データを取得することができる。なお、分割処
理では、用途に応じて任意の周期（例えば周期の正数倍）毎に、微分データを分割するこ
とができる。
【００６８】
　例えば分割処理において、分割した各分割データにおけるデータ量が、それぞれ異なる
場合がある。この場合、取得部１１は、最も少ないデータ量の分割データを特定し、他の
分割データに対して、データ量の削減（トリミング）を実施してもよい。これにより、各
分割データにおけるデータ量を統一することができ、各分割データにおけるデータの対比
が容易になる。
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【００６９】
　上記のほか、例えば分割データの時間軸に対応する値を対象に規格化処理を実施しても
よい。規格化処理では、例えば時間軸に対応する値の最小値を０とし、最大値を１とした
規格化が実施される。これにより、各分割データにおけるデータの対比が容易になる。
【００７０】
　取得部１１は、例えばデータ量の削減、又は規格化を実施した複数の分割データにおけ
る平均を算出し、分割データとしてもよい。
【００７１】
　取得部１１は、分割データに対し、規格化処理を実施する。規格化処理では、振幅に対
応する値を対象に、規格化されたデータ（規格化データ）が生成される。規格化処理では
、例えば振幅の最低値を０とし、振幅の最高値を１とした規格化が実施される。取得部１
１は、例えば規格化データを評価データとして取得する。この場合、評価データとして、
ユーザの加速度脈波に相当するデータが得られる。
【００７２】
　取得部１１は、上述した各処理を順次実施するほか、例えば図３（ｃ）に示すように、
微分処理を実施しなくてもよい。この場合、評価データとして、ユーザの速度脈波に相当
するデータが得られる。
【００７３】
　また、取得部１１は、例えば上述した各処理の一部のみを実施してもよい。この場合、
取得部１１は、脈波データ、微分データ、分割データ、トリミングされた分割データ、及
び時間軸に対応する値を規格化した分割データの何れかを、評価データとして取得しても
よく、用途に応じて任意に設定できる。
【００７４】
　＜算出部１２＞
　算出部１２は、データベースを参照し、評価データに対するユーザの血糖値を算出する
。算出部１２は、例えばデータベースに記憶された分類情報を参照し、評価データに対す
る血糖値を算出する。算出部１２は、それぞれ異なる評価データに対する血糖値を、複数
生成する。
【００７５】
　算出部１２により算出された血糖値は、参照データと同種のデータとして算出される。
血糖値は、分類情報を参照し、参照データと同一又は類似のデータとして算出される。生
体情報演算システム１００では、例えば任意の時系列に沿って複数の評価データを取得し
、各評価データに対する血糖値を複数算出する。また、生体情報演算システム１００では
、例えば食事の前後や、運動量の変化時等の任意のタイミング毎に、複数の評価データを
取得し、各評価データに対する血糖値を複数算出してもよい。
【００７６】
　＜評価部１３＞
　評価部１３は、それぞれ異なる評価データから算出された複数の血糖値に基づき、ユー
ザの血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。評価部１３は、例
えば保存部１０４等に予め記憶された表示用のフォーマットを用いて、血糖スパイク情報
についてユーザが理解できる形式に変換した評価結果を生成する。
【００７７】
　評価部１３は、例えば複数の血糖値のうち、最小値と最大値との差を、血糖スパイク情
報として算出してもよい。この場合、血糖値の変化量を評価対象として用いることができ
る。これにより、例えば糖尿病予備軍の特徴と、糖尿病患者の特徴とを容易に分類するこ
とが可能となる。
【００７８】
　評価部１３は、例えば２つの血糖値の差を、測定時間の差で割った値を、血糖スパイク
情報として算出し、血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。この場合、ユーザ毎に
異なる血糖値の変化を容易に把握することができる。例えば評価部１３は、予め保存部１
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０４等に記憶された基準値を参照し、血糖スパイク情報が基準値よりも小さい場合、健康
状態である旨を示す評価結果を生成し、血糖スパイク情報が基準値以上の場合、糖尿病の
可能性がある状態である旨を示す評価結果を生成してもよい。
【００７９】
　評価部１３は、例えば評価用データベースを参照して、複数の血糖値から評価結果を生
成してもよい。評価用データベースは、例えば保存部１０４に保存される。
【００８０】
　評価用データベースには、例えば上述したデータベースと同様に、複数の血糖値に対す
る評価結果を生成するための評価用分類情報が記憶されてもよい。評価用データベースに
は、１つ以上の評価用分類情報が記憶されるほか、例えば評価用分類情報の生成に用いら
れた複数の評価用学習データが記憶されてもよい。
【００８１】
　評価用分類情報は、例えば予め取得された過去の複数の血糖値（評価用入力データ）と
、評価用入力データに紐づく評価用参照データとの相関関係を示す関数である。評価用参
照データは、ユーザの血糖値における変化の傾向を示し、例えば過去に生成された血糖ス
パイク情報を示す。評価用分類情報は、評価用入力データと、評価用参照データとを一対
の評価用学習データとして、複数の評価用学習データを用いて生成される。
【００８２】
　評価用分類情報は、例えば評価用入力データを説明変数とし、評価用参照データを目的
変数とし、上述した回帰分析等により解析し、その解析結果に基づいて生成される検量モ
デルを示す。評価用分類情報は、例えば検量モデル（評価用検量モデル）を定期的に更新
することができるほか、ユーザの性別、年齢、運動内容等の属性情報毎に生成された複数
の評価用検量モデルを含んでもよい。なお、評価用分類情報は、上述した分類情報と同様
に、例えば複数の評価用学習データを用いた機械学習により生成された、学習済みモデル
（評価用学習済みモデル）を含んでもよい。
【００８３】
　評価部１３は、例えば複数の血糖値における時系列変化から血糖スパイク情報を算出し
、評価結果を生成する。この際、時系列の区間や血糖値の数は、任意に設定することがで
きる。このため、血糖スパイクの強度に加え、形状の特徴も考慮した評価結果を生成する
ことができる。
【００８４】
　評価部１３は、例えば複数の血糖値と、評価データの取得時間とを紐づけたデータを、
血糖スパイク情報として算出してもよい。この場合、評価結果として、血糖値のトレンド
を示す情報を含ませることができる。
【００８５】
　＜出力部１４＞
　出力部１４は、評価結果を出力する。出力部１４は、表示部１０９に評価結果を出力す
るほか、例えばセンサ５等に評価結果を出力してもよい。
【００８６】
　＜記憶部１５＞
　記憶部１５は、保存部１０４に保存されたデータベース等の各種データを、必要に応じ
て取出す。記憶部１５は、各構成１１～１４、１６により取得又は生成された各種データ
を、必要に応じて保存部１０４に保存する。
【００８７】
　＜学習部１６＞
　学習部１６は、例えば複数の学習用データを用いて、分類情報を生成する。学習部１６
は、例えば新たな学習用データを取得し、既存の分類情報を更新してもよい。
【００８８】
　学習部１６は、例えば複数の評価用学習データを用いて、評価用分類情報を生成する。
学習部１６は、例えば新たな評価用学習データを取得し、既存の評価用分類情報を更新し
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てもよい。
【００８９】
　なお、生体情報演算システム１００において、分類情報及び評価用分類情報を用いる場
合、例えば評価データの種類に応じて分類情報を更新し、評価分類情報を更新しなくても
よい。この場合、新たに評価用学習データを準備する必要が無いため、コスト削減、及び
更新時間の大幅な削減を実現することが可能となる。
【００９０】
　＜通信網３＞
　通信網３は、生体情報演算装置１と、サーバ４と、センサ５とを通信回線を介して接続
される公知のインターネット網等である。通信網３は、生体情報演算システム１００を一
定の狭いエリア内で運用する場合には、ＬＡＮ（Local Area Network）等で構成されても
よい。また、通信網３は、いわゆる光ファイバ通信網で構成されてもよい。また、通信網
３は、有線通信網に限定されるものではなく、無線通信網で実現されてもよく、用途に応
じて任意に設定できる。
【００９１】
　＜サーバ４＞
　サーバ４は、通信網３を介して送られてきた情報が蓄積される。サーバ４は、生体情報
演算装置１からの要求に基づき、通信網３を介して蓄積された情報を生体情報演算装置１
へと送信する。
【００９２】
　サーバ４は、例えば複数の生体情報演算装置１と接続され、各生体情報演算装置１から
評価結果等の各種情報を取得し、一括して保存してもよい。なお、サーバ４は、上述した
生体情報演算装置１の備える各機能のうち、少なくとも一部の機能を備えてもよい。また
、サーバ４は、上述した生体情報演算装置１に記憶されたデータベース等が記憶されても
よい。
【００９３】
　＜センサ５＞
　センサ５は、センサデータを生成する。センサ５は、例えば図５（ａ）に示すように、
検出部６を備える。センサ５は、検出部６を介してユーザの脈波を検出可能な位置に装着
され、例えばリストバンド５５に固定される。
【００９４】
　検出部６は、ユーザの脈波を検出可能な公知の検出装置が用いられる。検出部６として
、例えばファイバブラッググレーティング（ＦＢＧ）センサ等のひずみセンサ、ジャイロ
センサ、脈波信号測定のための１つ以上の電極、光電容積脈波（ＰＰＧ）センサ、圧力セ
ンサ、及び光検出モジュールの少なくとも何れかが用いられる。検出部６は、例えば複数
配置されてもよい。
【００９５】
　なお、センサ５は、衣服に埋め込まれてもよい。また、センサ５を装着するユーザは、
人間のほか、犬や猫等のペットを対象としてもよく、例えば牛や豚等の家畜、魚等の養殖
を対象としてもよい。
【００９６】
　センサ５は、例えば図５（ｂ）に示すように、取得部５０と、通信Ｉ／Ｆ５１と、メモ
リ５２と、命令部５３とを備え、各構成がそれぞれ内部バス５４で接続される。
【００９７】
　取得部５０は、検出部６を介してユーザの脈波を測定し、センサデータを生成する。取
得部５０は、例えば生成したセンサデータを、通信Ｉ／Ｆ５１、又はメモリ５２へと送信
する。
【００９８】
　通信Ｉ／Ｆ５１は、通信網３を介して、センサデータ等の各種データを生体情報演算装
置１やサーバ４に送信する。また、通信Ｉ／Ｆ５１は、通信網３と接続するための回線制
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御回路や、生体情報演算装置１やサーバ４との間でデータ通信を行うための信号変換回路
等が、実装されている。通信Ｉ／Ｆ５１は、内部バス５４からの各種命令に変換処理を施
して、これを通信網３側へ送出するとともに、通信網３からのデータを受信した場合には
、これに所定の変換処理を施して内部バス５４へ送信する。
【００９９】
　メモリ５２は、取得部５０から送信されたセンサデータ等の各種データを保存する。メ
モリ５２は、例えば通信網３を介して接続される他の端末装置から命令を受けることによ
り、保存したセンサデータ等の各種データを、通信Ｉ／Ｆ５１へ送信する。
【０１００】
　命令部５３は、センサデータを取得するための操作ボタンやキーボード等を含み、例え
ばＣＰＵ等のプロセッサを含む。命令部５３は、センサデータの取得の命令を受け付けた
場合に、これを取得部５０に通知する。この通知を受けた取得部５０は、センサデータを
取得する。なお、命令部５３は、例えば図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、センサ
データから評価データを取得するための処理を実施してもよい。
【０１０１】
　ここで、センサデータを取得する一例として、ＦＢＧセンサを用いる場合を説明する。
【０１０２】
　ＦＢＧセンサは、１本の光ファイバ内に所定間隔をあけて回折格子構造を形成したであ
る。ＦＢＧセンサは、例えばセンサ部分の長さが１０ｍｍ、波長分解能が±０．１ｐｍ、
波長範囲が１５５０±０．５ｎｍ、ファイバの直径が１４５μｍ、コア径１０．５μｍで
ある特徴を持つ。ＦＢＧセンサを上述した検出部６として、ユーザの皮膚に接触させた状
態で測定をすることができる。
【０１０３】
　例えば光ファイバに用いる光源として、波長範囲１５２５～１５７０ｎｍのＡＳＥ（Am
plified Spontaneous Emission）光源が用いられる。光源からの出射光は、サーキュレー
タを介してＦＢＧセンサに入射させる。ＦＢＧセンサからの反射光は、サーキュレータを
介してマッハツェンダー干渉計に導き、マッハツェンダー干渉計からの出力光を、光検出
器によって検知する。マッハツェンダー干渉計は、ビームスプリッタにより光路差のある
２つの光路に分離し、再びビームスプリッタにより一つに重ね合わせて干渉光を作り出す
ためのものである。光路差をつけるため、例えば一方の光ファイバの長さを長くしてもよ
い。コヒーレント光は、光路差に応じて干渉縞が生じるため、干渉縞のパターンを測定す
ることによって、ＦＢＧセンサに生じた歪の変化、すなわち脈波を検知することができる
。取得部５０は、検知された脈波に基づき、センサデータを生成する。これにより、セン
サデータが取得される。
【０１０４】
　なお、ＦＢＧセンサの歪み量を検出して、脈波の波形を検出する光ファイバセンサシス
テムは、ＦＢＧセンサに入射させる光源の他に、広い帯域のＡＳＥ光源、サーキュレータ
、マッハツェンダー干渉計、ビームスプリッタといった光学系や、光検出器が備える受光
センサや、波長シフト量を解析する解析方法を含む。光ファイバセンサシステムは、使用
するＦＢＧセンサの特性に応じて光源や帯域光を選択して使用することができ、検波方法
等の解析方法についても種々の方法を採用することができる。
【０１０５】
（第１実施形態：生体情報演算システム１００の動作）
　次に、本実施形態における生体情報演算システム１００の動作の一例について説明する
。図６は、本実施形態における生体情報演算システム１００の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【０１０６】
　生体情報演算システム１００は、例えば生体情報演算装置１内にインストールされた生
体情報演算プログラムを介して実行する。即ち、ユーザは、生体情報演算装置１、又はセ
ンサ５を操作し、生体情報演算装置１にインストールされている生体情報演算プログラム
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を通じて、センサデータからユーザの血糖値の変化等を示した評価結果を取得することが
できる。
【０１０７】
　生体情報演算システム１００の動作は、取得ステップＳ１１０と、算出ステップＳ１２
０と、評価ステップＳ１３０とを備え、例えば出力ステップＳ１４０を備えてもよい。
【０１０８】
　＜取得ステップＳ１１０＞
　取得ステップＳ１１０は、ユーザの脈波に基づく評価データを取得する。例えばセンサ
５の取得部５０は、検出部６を介してユーザの脈波を測定し、センサデータを生成する。
取得部５０は、通信Ｉ／Ｆ５１、及び通信網３を介して、センサデータを生体情報演算装
置１へ送信する。生体情報演算装置１の取得部１１は、センサ５からセンサデータを受信
する。
【０１０９】
　取得部１１は、例えば図３（ｂ）に示した処理を、センサデータに対して実施し、評価
データを取得する。取得部１１は、例えば記憶部１５を介して、取得した評価データを保
存部１０４に保存する。なお、取得部１１がセンサ５からセンサデータを取得する頻度等
の条件は、用途に応じて任意に設定することができる。例えば取得部１１は、予め設定さ
れた周期で評価データを取得する。この場合、評価結果を生成する際の演算処理を簡素化
できるため、処理速度の向上を図ることが可能となる。
【０１１０】
　＜算出ステップＳ１２０＞
　次に、算出ステップＳ１２０は、データベースを参照し、評価データに対するユーザの
血糖値を算出する。例えば算出部１２は、分類情報を参照し、評価データに対する血糖値
を算出する。算出部１２は、例えば記憶部１５を介して、算出した血糖値を保存部１０４
に保存する。なお、血糖値として、特定の値を示すほか、例えば誤差範囲（例えば「○○
±５ｍｇ／ｄｌ」等）が算出されてもよい。
【０１１１】
　＜評価ステップＳ１３０＞
　次に、評価ステップＳ１３０は、それぞれ異なる評価データから生成された複数の血糖
値に基づき、血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。例えば評価部１３は、算出部
１２により生成された複数の血糖値を取得する。評価部１３は、予め設定された関数等を
用いて、複数の血糖値から血糖スパイク情報を算出するほか、例えば上述した評価用デー
タベースを参照して、評価結果を生成してもよい。
【０１１２】
　＜出力ステップＳ１４０＞
　次に、例えば出力ステップＳ１４０は、評価結果を出力してもよい。例えば出力部１４
は、表示部１０９に評価結果を出力する。
【０１１３】
　これにより、生体情報演算システム１００の動作が終了する。なお、各ステップを実施
する頻度や順番は、用途に応じて任意に設定できる。
【０１１４】
　本実施形態によれば、算出部１２は、評価データに対するユーザの血糖値を算出する。
評価部１３は、それぞれ異なる評価データから算出された複数の血糖値に基づき、ユーザ
の血糖値の変化を示す血糖スパイク情報を含む評価結果を生成する。このため、ユーザの
個人差に関わらず、血糖値の変化に対する評価結果を得ることができる。これにより、血
糖値の変化に関する定量的な評価を実現することが可能となる。
【０１１５】
　また、本実施形態によれば、算出部１２は、データベースを参照し、評価データに対す
るユーザの血糖値を算出する。また、データベースには、複数の学習用データを用いて生
成された分類情報が記憶される。このため、血糖値を算出する際、過去に実績のあるデー
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タを踏まえた定量的な血糖値を算出することができる。これにより、血糖値を算出する際
の精度向上を図ることが可能となる。
【０１１６】
　また、本実施形態によれば、評価部１３は、複数の血糖値における時系列変化から血糖
スパイク情報を算出し、評価結果を生成する。このため、血糖スパイクの強度に加え、形
状の特徴も考慮した評価結果を生成することができる。これにより、血糖値の変化に関す
る評価の精度を向上させることが可能となる。
【０１１７】
（第２実施形態：生体情報演算システム１００）
　次に、第２実施形態における生体情報演算システム１００の一例について説明する。上
述した実施形態と、第２実施形態との違いは、付加情報を用いる点である。なお、上述し
た実施形態と同様の内容については、説明を省略する。
【０１１８】
　本実施形態における生体情報演算システム１００では、例えば上述した評価ステップＳ
１３０のあとに、総合評価ステップＳ１５０が実施され、総合評価ステップＳ１５０のあ
とに出力ステップＳ１４０が実施される。
【０１１９】
　総合評価ステップＳ１５０は、例えば図７に示すように、付加情報を取得し、評価結果
及び付加情報に基づき、ユーザの健康状態を評価した総合評価結果を生成する。総合評価
ステップＳ１５０は、例えば評価部１３に含まれる総合評価部によって実行することがで
きる。
【０１２０】
　付加情報は、ユーザの生体情報に関する特徴を示し、例えばユーザの脈拍数、呼吸数、
血圧、乳酸値、血中二酸化炭素の特徴、酸素飽和度、血管年齢、ストレスレベル、糖尿病
の程度等のような、脈波に基づき算出可能な生体情報のうち少なくとも何れかを含む。付
加情報は、例えばユーザの運動状態や健康状態を推定する際に用いることができる。なお
、付加情報は、例えばユーザの生体情報に関する特徴として、ユーザの性別や年齢等のよ
うな属性情報を含むほか、ユーザの運動内容、競技種目等のようなユーザの生体情報に影
響し得る運動に関する情報を含んでもよい。
【０１２１】
　なお、「血中二酸化炭素の特徴」とは、血液に含まれる二酸化炭素の程度を示す。血中
二酸化炭素の特徴として、例えば血中二酸化炭素分圧（ＰａＣＯ２）の値が用いられるほ
か、血中二酸化炭素の溶存濃度や、血液に含まれる重炭酸・バイカーボネート（ＨＣＯ３
－）の濃度が用いられてもよく、状況に応じて血液のｐＨを考慮した値が用いられてもよ
い。
【０１２２】
　付加情報は、例えば公知の計測装置を用いて計測され、データ形式は任意である。例え
ば血中二酸化炭素濃度の特徴を計測する場合、計測装置として、経皮血液ガスモニタＴＣ
Ｍ５（ラジオメーターバーゼル社製）等の装置が用いられる。例えば血中乳酸量を計測す
る場合、計測装置として、ラクテート・プロ２（アークレイ株式会社製）等の公知の装置
が用いられる。例えば酸素飽和度を計測する場合、計測装置として、ＰＵＬＳＯＸ－Ｎｅ
ｏ（コニカミノルタ株式会社製）等の公知の装置が用いられる。また、付加情報を取得す
るタイミングは、脈波を測定するタイミングと同時のほか、用途に応じて任意のタイミン
グでもよい。付加情報は、例えば入力部１０８等を介してユーザが入力してもよく、付加
情報の取得方法は任意である。
【０１２３】
　総合評価結果は、ユーザの健康状態を評価した結果を示す。総合評価結果として、「健
康」、「不健康」のほか、「運動能力が高い」、「運動能力が低い」等のユーザ毎の健康
状態に関連する運動能力の度合いを示す文字列が用いられてもよく、例えば任意の基準値
との差分や、偏差値等の数値が用いられてもよい。総合評価結果は、例えば評価結果、及
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び付加情報の少なくとも何れかを含んでもよい。
【０１２４】
　総合評価結果は、例えばユーザ毎に異なる無酸素性作業閾値等のような公知の閾値を示
すほか、例えば嫌気性代謝の度合い等のような運動能力に影響するパラメータの経時変化
を示してもよい。運動能力に影響するパラメータとして、酸素摂取量、血中二酸化炭素分
圧（ＰａＣＯ２）の値、血中二酸化炭素の溶存濃度、血液に含まれる重炭酸・バイカーボ
ネート（ＨＣＯ３

－）の濃度、血液のｐＨ等のような血液の組成に関する特徴を示す値が
挙げられる。このようなパラメータを付加情報に含ませることで、総合評価結果を高精度
に生成することが可能となる。
【０１２５】
　特に、血糖値は、運動状態に依存し得るため、上述した付加情報を用いて評価すること
で、評価の精度向上を図ることができる。
【０１２６】
　総合評価ステップＳ１５０において、例えば総合評価部は、予め設定された閾値を参照
し、評価結果及び付加情報を閾値と比較した結果を総合評価結果として生成する。例えば
、総合評価部は、評価結果及び付加情報が閾値よりも低い場合、運動能力が高いことを示
す総合評価結果を生成し、評価結果及び付加情報が閾値よりも高い場合、運動能力が低い
ことを示す総合評価結果を生成する。
【０１２７】
　総合評価部は、例えば予め設定された関数を用いて、付加情報の内容に基づき評価結果
を補正した値を、総合評価結果として生成する。例えば評価結果に含まれる血糖スパイク
情報は、評価時におけるユーザの運動状態に依存し、例えば運動量に反比例して血糖スパ
イクのピーク強度が小さくなる傾向を示す。このため、付加情報の内容に基づき、血糖ス
パイク情報の値を補正することで、血糖値の変化に対する要因を減少させることができ、
ユーザの健康状態を高精度に評価することが可能となる。
【０１２８】
　総合評価部は、例えば予め保存部１０４等に保存された、ユーザが認識可能なデータ形
式を参照し、総合評価結果を生成する。
【０１２９】
　総合評価部は、例えば後処理用データベースを参照し、評価結果及び付加情報に対して
適した総合評価結果を生成してもよい。後処理用データベースは、例えば保存部１０４に
保存される。
【０１３０】
　後処理用データベースには、例えば上述したデータベースと同様に、評価結果及び付加
情報に対する総合評価結果を生成するための後処理用分類情報が記憶されてもよい。後処
理用データベースには、１つ以上の後処理用分類情報が記憶されるほか、例えば後処理用
分類情報の生成に用いられた複数の後処理用学習データが記憶されてもよい。
【０１３１】
　後処理用分類情報は、例えば予め取得された過去の評価結果及び付加情報（後処理用入
力データ）と、後処理用入力データに紐づく後処理用参照データとの相関関係を示す関数
である。後処理用参照データは、ユーザの運動能力の評価結果を示す。後処理用分類情報
は、後処理用入力データと、後処理用参照データとを一対の後処理用学習データとして、
複数の後処理用学習データを用いて生成される。
【０１３２】
　後処理用分類情報は、例えば後処理用入力データを説明変数とし、後処理用参照データ
を目的変数とし、上述した回帰分析等により解析し、その解析結果に基づいて生成される
検量モデルを示す。後処理用分類情報は、例えば検量モデル（後処理用検量モデル）を定
期的に更新することができるほか、例えば付加情報別に生成してもよい。なお、後処理用
分類情報は、上述した分類情報と同様に、例えば複数の後処理用学習データを用いた機械
学習により生成された、学習済みモデル（後処理用学習済みモデル）を含んでもよい。
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【０１３３】
　本実施形態によれば、上述した実施形態の効果に加え、総合評価部は、評価結果及び付
加情報に基づき、ユーザの健康状態を評価した総合評価結果を生成する。このため、評価
結果に加えて、ユーザの生体情報に関する特徴を考慮した総合的な評価を実現することが
できる。これにより、ユーザの血糖値の変化を踏まえた健康状態を評価することが可能と
なる。
【０１３４】
　また、本実施形態によれば、付加情報は、脈拍数、呼吸数、血圧、血中二酸化炭素の特
徴、乳酸値、及び酸素飽和度の少なくとも何れかを示す。このため、複数の生体情報を踏
まえた評価を行うことができる。これにより、評価精度の向上を図ることが可能となる。
【０１３５】
（第２実施形態：生体情報演算システム１００の変形例）
　次に、第２実施形態における生体情報演算システム１００の変形例について説明する。
上述した実施形態の一例と、変形例との違いは、血糖値を算出する際、付加情報が用いら
れる点である。なお、上述した実施形態と同様の内容については、説明を省略する。
【０１３６】
　本変形例では、例えば図８に示すように、算出ステップＳ１２０は、付加情報を取得し
、評価データ及び付加情報に基づき、血糖値を算出することを含む。
【０１３７】
　付加情報は、上述した内容と同様であり、例えば入力部１０８等を介してユーザが入力
し、算出部１２等が取得する。算出部１２は、例えば付加情報の内容に応じて、評価デー
タに対する演算方法を決定してもよい。この場合、付加情報の種類毎に異なる関数等が、
保存部１０４や評価用データベース内に記憶される。なお、算出部１２は、例えば評価デ
ータと、付加情報とを組合わせた情報に基づき、血糖値を算出してもよい。
【０１３８】
　本変形例によれば、算出部１２は、データベースを参照し、評価データ及び付加情報に
基づき、血糖値を算出する。このため、ユーザの血糖値を算出する際に有効なパラメータ
を用いることができる。これにより、血糖値を算出する際のさらなる精度向上を図ること
が可能となる。
【０１３９】
（第３実施形態：生体情報演算システム１００）
　次に、第３実施形態における生体情報演算システム１００の一例について説明する。上
述した実施形態と、第３実施形態との違いは、付加情報を生成するための付加データを取
得する点である。なお、上述した実施形態と同様の内容については、説明を省略する。
【０１４０】
　本実施形態における生体情報演算システム１００では、取得ステップＳ１１０は、付加
データを取得することを含む。また、本実施形態における生体情報演算システム１００で
は、算出ステップＳ１２０は、付加データに基づく付加情報を生成することを含む。
【０１４１】
　本実施形態における生体情報演算装置１は、例えば図９に示すように、脈波に基づき生
成された１つセンサデータに対し、２種類の処理を実施する。これにより、例えば取得部
１１は、同一の脈波に基づき、評価データと、評価データとは異なる特徴を示す付加デー
タを取得する。なお、付加データは、複数取得されてもよい。
【０１４２】
　例えば算出部１２は、付加データに基づく付加情報を生成する。本実施形態では、付加
情報は、上述した付加情報のうち、センサデータから算出できる生体情報を含む。なお、
生成される付加情報の種類に伴い、例えば付加データを取得する際に用いる前処理の内容
等を変更してもよい。
【０１４３】
　算出部１２は、例えばデータベースを参照して、付加データから付加情報を生成しても
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よい。データベースには、例えば付加データに対する付加情報を生成するための付加分類
情報が記憶されてもよい。データベースには、１つ以上の付加分類情報が記憶されるほか
、例えば付加分類情報の生成に用いられた複数の付加学習データが記憶されてもよい。
【０１４４】
　付加分類情報は、例えば予め取得された過去の付加データ（付加入力データ）と、付加
入力データに紐づく付加参照データとの相関関係を示す関数である。付加参照データは、
上述した付加情報を含む。付加分類情報は、付加入力データと、付加参照データとを一対
の付加学習データとして、複数の付加学習データを用いて生成される。
【０１４５】
　付加分類情報は、例えば付加入力データを説明変数とし、付加参照データを目的変数と
し、上述した回帰分析等により解析し、その解析結果に基づいて生成される検量モデルを
示す。付加分類情報は、例えば検量モデル（付加検量モデル）を定期的に更新することが
できるほか、ユーザの性別、年齢、運動内容等の属性情報毎に生成された複数の付加検量
モデルを含んでもよい。なお、付加分類情報は、上述した分類情報と同様に、例えば複数
の付加学習データを用いた機械学習により生成された、学習済みモデル（付加学習済みモ
デル）を含んでもよい。
【０１４６】
　例えば図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示すように、取得ステップＳ１１０において実
施される前処理の内容、及び算出ステップＳ１２０において参照される付加分類情報の内
容が異なる場合がある。以下、脈拍数及び呼吸数を付加情報として算出する例を説明する
。
【０１４７】
　＜脈拍数の算出＞
　例えば脈拍数を算出する場合、図１０（ａ）に示すように、取得部１１は、上述したフ
ィルタ処理をセンサデータに対して実施し、脈波データを抽出する。
【０１４８】
　そして、取得部１１は、脈波データに対し、ピーク位置算出処理を実施する。ピーク位
置算出処理では、脈波データに含まれる複数のピーク（振幅の最大値）を検出し、サンプ
リングされた順番（測定開始からの時間に相当）を特定する。これにより、取得部１１は
、脈波データに含まれるピーク位置データを取得する。
【０１４９】
　その後、取得部１１は、ピーク位置データに対し、ピーク間隔平均算出処理を実施する
。ピーク間隔平均算出処理は、ピーク位置データに含まれるピークの間隔（隣接するピー
クがサンプリングされた順番の差分）を算出し、例えばピーク間隔の平均値を算出する。
その後、取得部１１は、ピーク間隔又はピーク間隔の平均値に対し、センサデータのサン
プリングレートで割り、秒数に相当するピーク間隔を示すデータを、付加データとして取
得する。
【０１５０】
　その後、算出部１２は、データベースを参照し、付加データに対する脈拍数を算出する
。この際、算出部１２は、データベースに記憶された付加分類情報のうち、脈拍数用分類
情報を参照する。脈拍数用分類情報は、例えば６０［秒］をピーク間隔で割る関数を示す
。このため、算出部１２は、例えば付加データ（ピーク間隔＝０．８５［秒］）に対する
脈拍数（＝７１［ｂｐｍ］）を算出することができる。これにより、算出部１２は、脈拍
数を含む付加情報を生成することができる。
【０１５１】
　＜呼吸数の算出＞
　例えば呼吸数を算出する場合、図１０（ｂ）に示すように、取得部１１は、上述したフ
ィルタ処理をセンサデータに対して実施し、脈波データを抽出する。
【０１５２】
　その後、取得部１１は、脈波データに対し、フーリエ変換処理を実施する。フーリエ変
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換処理では、例えばサンプリング時間対振幅を示す脈波データが、周波数対強度を示す周
波数データに変換される。これにより、取得部１１は、脈波データに対する周波数データ
を取得する。
【０１５３】
　その後、取得部１１は、周波数データに対し、最大周波数検出処理を実施する。最大周
波数検出処理では、周波数データのうち、０．１５～０．３５Ｈｚの間における最大強度
の周波数が特定される。これにより、取得部１１は、特定された周波数の値を、付加デー
タとして取得する。
【０１５４】
　その後、算出部１２は、データベースを参照し、付加データに対する呼吸数を算出する
。この際、算出部１２は、データベースに記憶された付加分類情報のうち、呼吸数用分類
情報を参照する。呼吸数用分類情報は、例えば特定された周波数に６０［秒］をかける関
数を示す。このため、算出部１２は、例えば付加データ（特定された周波数＝０．２２５
Ｈｚ）に対する呼吸数（＝１３．５［ｂｐｍ］）を算出することができる。これにより、
算出部１２は、例えば呼吸数を含む付加情報を生成することができる。
【０１５５】
　このように、生体情報演算装置１では、付加情報に含ませるデータの内容に応じて、セ
ンサデータに対する前処理を設定し、参照するデータベースの内容を任意に設定すること
ができる。
【０１５６】
　本実施形態における生体情報演算システム１００では、例えば図１１に示すように、出
力部１４は、生成された付加情報を出力してもよい。この場合、評価結果とは異なる情報
を参照して生成された付加情報を利用することができ、ユーザ等は多角的な判断を実施す
ることができる。これにより、ユーザの要求に応じた適切な評価を容易に実現することが
可能となる。
【０１５７】
　本実施形態によれば、上述した実施形態の効果に加え、取得部１１は、脈波に基づき、
評価データとは異なる特徴を示す付加データを取得する。また、算出部１２は、付加デー
タに基づく付加情報を生成する。即ち、１つの脈波に基づき、評価結果及び付加情報が生
成される。このため、同一のパラメータに基づく複数種類の情報を用いることで、多角的
な観点を踏まえた総合的な算出や評価を実現することが可能となる。
【０１５８】
（第４実施形態：生体情報演算システム１００）
　次に、第４実施形態における生体情報演算システム１００の一例について説明する。上
述した実施形態と、第４実施形態との違いは、評価ステップＳ１３０において上述した付
加情報を取得する点である。なお、上述した実施形態と同様の内容については、説明を省
略する。
【０１５９】
　本実施形態における生体情報演算システム１００では、例えば図１２に示すように、評
価ステップＳ１３０は、付加情報を取得し、複数の血糖値、及び付加情報に基づき、評価
結果を生成することを含む。
【０１６０】
　付加情報は、上述した内容と同様であり、例えば入力部１０８等を介してユーザが入力
し、評価部１３等が取得する。例えば取得部１１で取得された付加データに基づき、算出
部１２で生成された付加情報を、評価部１３が取得してもよい。
【０１６１】
　評価部１３は、例えば付加情報の内容に応じて、複数の血糖値に対する演算方法を決定
してもよい。この場合、付加情報の種類毎に異なる関数等が、保存部１０４やデータベー
ス内に記憶される。なお、評価部１３は、例えば複数の血糖値と、付加情報とを組合わせ
た情報に基づき、評価結果を生成してもよい。
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【０１６２】
　本実施形態によれば、上述した実施形態の効果に加え、評価部１３は、付加情報を取得
し、複数の血糖値及び付加情報に基づき、評価結果を生成することを含む。このため、複
数の血糖値に加えて、ユーザの特徴を考慮した多角的な評価結果を生成することが可能と
なる。
【０１６３】
（第５実施形態：生体情報演算システム１００）
　次に、第５実施形態における生体情報演算システム１００の一例について説明する。上
述した実施形態と、第５実施形態との違いは、分類情報に含まれる複数の属性別分類情報
から、評価データに適した属性別分類情報を選択する点である。なお、上述した実施形態
と同様の内容については、説明を省略する。
【０１６４】
　本実施形態における生体情報演算装置１では、例えば図１３に示すように、算出ステッ
プＳ１２０が、選択ステップＳ１２１と、属性別算出ステップＳ１２２とを含む。
【０１６５】
　選択ステップＳ１２１は、予備評価データを参照し、複数の属性別分類情報のうち特定
の属性別分類情報（例えば第１分類情報）を選択する。選択ステップＳ１２１は、例えば
算出部１２に含まれる選択部によって実行することができる。
【０１６６】
　予備評価データは、評価データとは異なる特徴を示し、例えば上述した付加データと同
様の特徴を示す。予備評価データは、例えば上述した付加データと同様に、付加情報を生
成するため等に用いてもよい。
【０１６７】
　属性別算出ステップＳ１２２は、選択した第１分類情報を参照し、評価データに対する
血糖値を算出する。属性別算出ステップＳ１２２は、例えば算出部１２に含まれる属性別
算出部によって実行することができる。
【０１６８】
　複数の属性別分類情報は、それぞれ異なる学習用データを用いて算出される。例えば学
習用データの入力データとして、被検者の加速度脈波に相当するデータが用いられる場合
、例えば図１４のような７種類（Ａ～Ｇ）毎に入力データを準備し、７種類の属性分類情
報を生成する。
【０１６９】
　このような複数の属性別分類情報がデータベースに記憶される場合、例えば取得部１１
は、ユーザの加速度脈波に相当する評価データ、及び予備評価データを取得する。そして
、算出部１２は、予備評価データを参照し、第１分類情報を選択する。その後、算出部１
２は、第１分類情報を参照し、評価データに対する血糖値を算出する。このため、各属性
分類情報のうち、ユーザに最適な分類情報を選択することができる。
【０１７０】
　なお、例えば学習用データの入力データとして、被検者の速度脈波に相当するデータが
用いられる場合、例えば図１５のような２種類（グループ１、グループ２）毎に入力デー
タを準備し、２種類の属性分類情報を生成してもよい。
【０１７１】
　ここで、図１４に示す加速度脈波に相当するデータは、特徴に基づく詳細な分類が容易
である反面、血液の組成に関する特徴を算出する際、ピークの誤検出等に伴う精度低下が
懸念として挙げられる。また、図１５に示す速度脈波に相当するデータは、加速度脈波に
相当するデータに比べ、特徴に基づく詳細な分類が困難であるが、ピークの誤検出等が少
ないため、血糖値を高精度に算出し得る。
【０１７２】
　上記を踏まえ、複数の属性分類情報は、特定の分類情報を選択するために用いられる選
択用データとして、例えば図１４のような加速度脈波に相当するデータを含み、属性分類
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情報を生成する際の学習用データには、速度脈波に相当するデータが用いられてもよい。
【０１７３】
　この場合、取得ステップＳ１１０として、例えば取得部１１は、ユーザの脈波に基づく
センサデータから、速度脈波に相当するデータを評価データとして取得する。また、取得
部１１は、センサデータから、加速度脈波に相当するデータを予備評価データとして取得
する。
【０１７４】
　次に、選択ステップＳ１２１として、例えば算出部１２は、予備評価データを参照し、
加速度脈波に相当するデータを含む複数の選択用データのうち、予備評価データに最も類
似する選択用データ（第１選択用データ）を特定し、第１選択用データに紐づく第１分類
情報を選択する。そして、属性別算出ステップＳ１２２として、算出部１２は、第１分類
情報を参照し、評価データに対する血糖値を算出する。これにより、評価精度のさらなる
向上を図ることが可能となる。
【０１７５】
　ここで、上述した選択用データ等に用いられるデータの一例を説明する。
【０１７６】
　例えば図１４に示すように、加速度脈波には、ａ～ｅの変曲点が存在する。例えば、加
速度脈波における最大のピークをａ点とし、ａ点から順に各変曲点をｂ点、ｃ点、ｄ点、
ｅ点とし、ａ点を１とし、最小値であるｂ点もしくはｄ点を０とした規格化を行った場合
、加速度脈波は、各変曲点の値と、その差の大小関係により分類する方法を用いて、７パ
ターンに分類することができる。まず、変曲点の値がｂ＜ｄの場合は、パターンＡまたは
Ｂに分類する。ｂ＜ｄでさらにｃ≧０．５であればＡ、そうでなければＢに分類する。次
に変曲点の値がｂ≒ｄの場合、パターンＣまたはＤに分類する。ｂ≒ｄでさらにｃ≒０の
場合はパターンＤ、そうでなければパターンＣに分類する。最後に、ｂ＞ｄの場合は、パ
ターンＥ、Ｆ、Ｇの何れかに分類できる。ｂ＞ｄでさらにｂ＜ｃであればパターンＥに、
ｂ≒ｃであればパターンＦ，ｂ＞ｃであればパターンＧに分類する。
【０１７７】
　例えば算出部１２は、予備評価データが、例えば図１４のどのパターンに当てはまるか
を判断し、第１選択用データを特定する。例えば、入力された予備評価データの変曲点ｂ
が変曲点ｄより小さく、さらに変曲点ｃ≧０．５であれば、パターンＡを第１選択用デー
タとする。これにより、評価データの特徴に適した分類情報を参照し、血糖値を精度良く
算出することができる。
【０１７８】
　本実施形態によれば、上述した実施形態の効果に加え、算出部１２は、予備評価データ
を参照し、第１分類情報を選択する選択部と、第１分類情報を参照し、評価データに対す
る血糖値を算出する属性別算出部とを含む。このため、脈波の特徴に対して最適な属性分
類情報を選択した上で、評価データに対する血糖値を算出することができる。これにより
、評価精度のさらなる向上を図ることが可能となる。
【０１７９】
　また、本実施形態によれば、取得部１１は、脈波に基づく速度脈波に相当するデータを
、評価データとして取得する。また、取得部１１は、脈波に基づく加速度脈波に相当する
データを、予備評価データとして取得する。このため、速度脈波に比べて、脈波の特徴を
分類し易い加速度脈波を用いて、属性分類情報を選択することができる。また、加速度脈
波に比べて血糖値を算出し易い速度脈波を用いて血糖値を算出することができる。これに
より、評価精度のさらなる向上を図ることが可能となる。
【０１８０】
（第５実施形態：生体情報演算システム１００の変形例）
　次に、第５実施形態における生体情報演算システム１００の変形例について説明する。
上述した実施形態の一例と、変形例との違いは、付加情報に基づき第１分類情報を選択す
る点である。なお、上述した実施形態と同様の内容については、説明を省略する。
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【０１８１】
　本変形例では、例えば図１６に示すように、算出ステップＳ１２０は、付加情報を取得
する。また、算出ステップＳ１２０は、分類情報のうち、付加情報に基づき第１分類情報
を選択し、第１分類情報を参照し、評価データに対する血糖値を算出する。
【０１８２】
　例えば算出部１２は、上述した実施形態と同様の付加情報を取得する。算出部１２は、
例えば上述した付加データに基づき生成された付加情報を取得してもよい。
【０１８３】
　例えば分類情報は、予め付加情報の特徴別に振り分けられた関数や検量モデル等を複数
含む。この場合、算出部１２は、分類情報のうち、付加情報の特徴に適した関数等（例え
ば第１分類情報）を選択することができる。なお、第１分類情報を選択する方法として、
公知の技術が用いられてもよい。
【０１８４】
　本変形例によれば、算出部１２は、付加情報に基づき選択された第１分類情報を参照し
、評価データに対する血糖値を算出することを含む。このため、ユーザの特徴に対して最
適な分類情報を選択した上で、評価データに対する血糖値を算出することができる。これ
により、評価精度のさらなる向上を図ることが可能となる。
【０１８５】
　本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は例として提示したものであり、発明の
範囲を限定することは意図していない。このような新規な実施形態は、その他の様々な形
態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換
え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれる
とともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１８６】
１　　　　：生体情報演算装置
３　　　　：通信網
４　　　　：サーバ
５　　　　：センサ
６　　　　：検出部
１０　　　：筐体
１１　　　：取得部
１２　　　：算出部
１３　　　：評価部
１４　　　：出力部
１５　　　：記憶部
１６　　　：学習部
５０　　　：取得部
５１　　　：通信Ｉ／Ｆ
５２　　　：メモリ
５３　　　：命令部
５４　　　：内部バス
５５　　　：リストバンド
１００　　：生体情報演算システム
１０１　　：ＣＰＵ
１０２　　：ＲＯＭ
１０３　　：ＲＡＭ
１０４　　：保存部
１０５　　：Ｉ／Ｆ
１０６　　：Ｉ／Ｆ
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１０７　　：Ｉ／Ｆ
１０８　　：入力部
１０９　　：表示部
１１０　　：内部バス
Ｓ１１０　：取得ステップ
Ｓ１２０　：算出ステップ
Ｓ１３０　：評価ステップ
Ｓ１４０　：出力ステップ
【要約】
【課題】ユーザの運動能力に関する情報を、高精度に生成することができる生体情報演算
システムを提供する。
【解決手段】ユーザの脈波に基づく評価データを取得する取得手段と、データベースと、
データベースを参照し、評価データに対する血液の組成に関する特徴を含む血液情報を生
成する生成手段と、それぞれ異なる評価データから生成された複数の血液情報に基づき、
ユーザの運動能力の傾向を示した評価結果を生成する評価手段と、を備えることを特徴と
する。データベースには、予め取得された学習用脈波に基づく入力データ、及び入力デー
タに紐づく血液の組成に関する特徴を含む参照データの一対を学習用データとして、複数
の学習用データを用いて生成された分類情報が記憶される。
【選択図】図１

【図１】 【図２】



(25) JP 6918394 B1 2021.8.11
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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